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令和６年度戦略的国際共同研究推進事業（○○共同研究分野） 
（契約課題名）実施要領 

 

第１ ○年間の研究内容及び目標 

（１）研究内容 

○、○。 

（２）研究目標 

○、○。 

 

第２ 令和○年度の研究内容 

   研究計画書に基づき以下の研究を実施する。 

（１）≪中課題名≫ 

○、○。 

（２）≪中課題名≫ 

○、○。 

 

第３ 留意事項 

 ○○ 

 

第４ 受託者による運営管理 

（１）受託者は、第２の（１）から（○）ごとにサブリーダーを配置し、当該サブリーダーが各研

究の効果的かつ効率的な推進及び研究成果の取りまとめに責任をもつこととする。 

（２）研究開発責任者は、サブリーダーの指導及び監督をするものとする。 

 

第５ 次年度計画、事業実績の報告 

（１）受託者は、本委託事業の研究期間の初年度において、研究計画書（要領別紙様式）の案を、

農林水産技術会議事務局担当者が別途指定する期日までに、農林水産技術会議事務局に提出す

るものとする。 

また、当該年度の翌年度に継続して研究を行うことを予定しているときは、翌年度の研究計

画書（要領別紙様式１）の案を、農林水産技術会議事務局担当者が別途指定する期日までに、

農林水産技術会議事務局に提出するものとする。 

（２）受託者は、年度末に開催する評価委員会に向けて評価用報告書を作成し、農林水産技術会議

事務局担当者が別途指定する期日までに、農林水産技術会議事務局に提出するものとする。 

 

第６ 環境への配慮 

（１）受託者は、新たな環境負荷を与えることにならないよう、以下の取組に努めるものとする。 

ア エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使  用 

状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組（照明、空調

のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率のよい機械の利用

等）の実施に努める。 

イ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。 

ウ プラスチック等の廃棄物の削減に努めるとともに、資源の再利用を検討する。 



エ 物品調達に当たっては、エネルギーの節減及び生物多様性への悪影響の防止等の観

点から、環境負荷低減に配慮したものの調達に努める。 

オ 農薬等を使用する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。 

カ 機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。 

キ みどりの食料システム戦略の理解に努める、若しくは、環境配慮の取組方針の策定

や研修の実施に努める。 

 

 

（２）受託者は、以下の主な環境関係法令のうち、関連するものを遵守するものとする。 

※ 環境関係法令 

① 適正な施肥 

・ 肥料の品質の確保等に関する法律（昭和 25 年法律第 127 号） 

・ 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律（昭和 45 年法律第 139 号） 

・ 土壌汚染対策法（平成 14 年法律第 53 号） 等 

② 適正な防除 

・ 農薬取締法（昭和 23 年法律第 82 号） 

・ 植物防疫法（昭和 25 年法律第 151 号） 等 

③ エネルギーの節減 

・ エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律（昭和 54

年法律第 49 号） 等 

④ 悪臭及び害虫の発生防止 

・ 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 （平成 11 年法律第 112

号） 

・ 悪臭防止法（昭和 46 年法律第 91 号） 等 

⑤ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分 

・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号） 

・ 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平成 12 年法律第 116 号） 

・ 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 12 年法律第 100 号）  

・ 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平成７年法律第 112

号）  

・ プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律（令和３年法律第 60 号） 等 

⑥ 生物多様性への悪影響の防止 

・ 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律（平成

15 年法律第 97 号） 

・ 水質汚濁防止法（昭和 45 年法律第 138 号） 

・ 湖沼水質保全特別措置法（昭和 59 年法律第 61 号） 

・ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成 14 年法律第 88 号） 

・ 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律（平成 19

年法律第 134 号） 

・ 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律（平成 28 年法律第 48 号） 

等 

・ 漁業法（昭和 24 年法律第 267 号） 

・ 水産資源保護法（昭和 26 年法律第 313 号） 



・ 持続的養殖生産確保法（平成 11 年法律第 51 号） 等 

⑦ 環境関係法令の遵守等 

・ 労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号） 

・ 環境影響評価法（平成９年法律第 81 号） 

・ 地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年法律第 117 号） 

・ 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律（平

成 19 年法律第 56 号） 

・ 土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号） 

・ 森林法（昭和 26 年法律第 249 号） 等 

 

 

第７ 知的財産の管理 

   受託者は、「農林水産研究における知的財産に関する方針」（平成28年２月農林水産技術会

議決定）に基づき、以下のとおり知的財産の管理を行うものとする。 

（１）受託者は、本委託事業の進行管理を行う会議等において、本委託事業における知的財産に

関する基本的な合意事項（秘密保持、知的財産権の帰属の基本的考え方、知的財産権（研究

成果に係るもの及び研究グループの各構成員が予め保有するもの等）の自己実施や実施許諾

に係る基本的な考え方等）についての構成員間の合意文書又は知的財産に係る事項を規定し

たコンソーシアムの規約等（以下「知財合意書等」という。）を改正したときは、改正した

知財合意書等を農林水産技術会議事務局に報告するものとする。 

（２）受託者は、本委託事業において得られる研究成果の権利化、秘匿化、論文公表等による公

知化、標準化といった取扱いや実施許諾等に係る方針（以下「権利化等方針」という。）を

検討し、農林水産技術会議事務局から提出を求められた場合は、契約期間内に農林水産技術

会議事務局に報告するものとする。 

（３）受託者は、本委託事業の実施に当たっては、知財合意書等及び権利化等方針に基づき、本

委託事業の進行管理を行う会議等において、知的財産マネジメントに関して知見を有する者

（民間企業における知的財産マネジメントの実務経験者、大学ＴＬＯ、構成員の知的財産部

局や技術移転部局等）の助言を得ながら、知的財産マネジメントを行うものとする。 

（４）受託者は、知財合意書等及び権利化等方針の検討に当たっては、研究成果に係る知的財産

権の研究ライセンスについて、「大学等における政府資金を原資とする研究開発から生じた

知的財産権についての研究ライセンスに関する指針」（平成18年５月23日総合科学技術会

議）を踏まえるとともに、研究成果に係るリサーチツール特許の使用について、「ライフサ

イエンス分野におけるリサーチツール特許の使用の円滑化に関する指針」（平成19年３月１

日総合科学技術会議決定）に基づき対応するものとする。 

 

第８ 府省共通研究開発管理システムへの登録 

   第５期科学技術基本計画（平成28年１月閣議決定）において、公募型資金については、府省

共通研究開発管理システム（e-Rad）への論文・特許等の成果情報や会計実績のe-Radでの登

録を徹底することとされていることに鑑み、受託者は、各年度の研究成果情報について、e-

Radでの入力を行うものとする。 

 

第９ 事前協議 



受託者は、契約書第１１条、第１２条、第２９条第１項及び第３項、第３０条第１項から第

３項まで及び第５項、第３１条第２項及び第３項、第３２条第２項及び第３項、第３３条、第

３４条、第３７条第２項、第３８条第２項、第４０条第１項及び第２項並びに第４６条（５）

に規定する事項については、農林水産技術会議事務局と事前協議をするものとする。 

 

第10 様式 

   本実施要領の各様式については別途定めるものとする。 

  



＜要領別紙様式．研究計画書＞ 

 

令和○年度戦略的国際共同研究推進事業（○○共同研究分野）研究計画書 

 

課題番号 

  課題名「           」 

 

研究期間：  年度～  年度（ 年間） 

代表機関・研究開発代表者：               

共同研究機関（国内）：               

相手国側研究機関（代表機関）：               

 

Ⅰ 試験研究の全体計画 

 １．研究目的 

 

 ２．研究内容 

（注）中課題ごとに記載すること 

（注）相手国側研究機関の研究内容や相手国側との連携についても言及すること 

 

 ３．達成目標 

（注）中課題ごとに記載すること 

 

 ４．年次計画 

 

研究項目 

 

年度 

 

年度 

 

年度 

 

年度 

 

年度 

（１）○○ 

 

 

〇〇円 

 

 

〇〇円 

 

〇〇円 

 

〇〇円

 

所要経費（合計） 

 

円 

 

円 

 

円 

 

円

 

円

（注）相手国側研究機関の研究項目についても記載すること 

（注）項目毎の所要経費についても記載すること 

 

 ５．実施体制 

 

研究項目 

 

 

担当機関 

 

 

研究担当者 

 

 

エフォート 

（％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）相手国側研究機関の研究項目についても記載すること 



 

 ６．備考 

 

 

Ⅱ 令和○年度細部計画 

 １．研究内容 

（注）中課題ごとに記載すること 

（注）相手国側研究機関の研究内容や相手国側との連携についても言及すること 

 

 ２．達成目標 

（注）中課題ごとに記載すること 

 

 ３．令和○年度所要経費 

 

研究項目 

 

実施機関 

 

配分額（千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４．備考 

 

 


